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令和２年12月1日発行 編集・発行 社会福祉法人白岡市社会福祉協議会 白岡市千駄野445（はぴすしらおか内） ☎0480（92）1746　　　　　　　　　　　　　　　 社会福祉法人埼玉県共同募金会白岡市支会　　

　10月１日より全国一斉で赤い羽根共同募金運動が始まりました。「じぶんの町
をよくするしくみ」として行っている運動です。街頭募金には、民生委員・児童
委員や市内の中学生、高校生にご協力をいただきました。
　市内で集められた募金は、埼玉県共同募金会でとりまとめ、県内の福祉事業並
びに白岡市の福祉事業の財源として、配分されます。募金にご協力をいただき、
ありがとうございます。

ありがとうございます
お寄せいただきました善意は、市内の福祉活動に役立たせていただきます。

≪寄付・寄贈者≫ 令和２年 7月～ 9月

三日月鍼灸指圧院 様

匿名

1,027 円

50,000 円

7月

8月

9月

日産化学株式会社生物科学研究所 様　

匿名　 4,359 円

温かい心

赤い羽根共同募金運動が
始まりました
赤い羽根共同募金運動が
始まりました

©中央共同募金会

わかめごはん 222食
天然水 420本

♪広告を掲載してみませんか♪♪広告を掲載してみませんか♪
社協だより「しらおか」と社協公式ホームページに掲載する広告を募集しています。

お問合せ：白岡市社会福祉協議会　☎92-1746

対 象 者：市内外事業者　※市内事業者優先
掲載場所：社協だより「しらおか」
　　　　　裏表紙下段（３枠）

掲載時期：年間３回
　　　　　６月・10月・２月（予定）

※本年度は、新型コロナウィルス

の影響により、（９月・12月）

　３月に発行予定です。

状況により、変更することがあ

ります。

規　　格：縦40㍉×横58㍉
掲 載 料：１枠10,000円

※市内賛助会員企業については

3,000円

申込期間：掲載時期の２か月前～20日前まで

対 象 者：本会賛助会員事業者　
　　　　　※市内事業者優先

掲載場所：トップページ（１枠）
http://www.shakyo.or.jp/hp/592/

掲載時期：原則１ヶ月単位で最大３ヶ月まで
規　　格：縦40px×横290px、4キロバイト

以内GIF形式またはJPEG形式

掲 載 料：１枠10,000円
　　　　　市内賛助会員企業に

　　　　　ついては3,000円

申込期間：随時受付

原寸大（１枠）
（広告例）

社協だより「しらおか」 公式ホームページ

　詳細につきましては、お気
軽にお問い合わせください。
　皆様からのご応募をお待ち
しております。

～誰もが安心して暮らすことができる
　　　　福祉のまちづくりをめざして～

住所：白岡市千駄野４４５
　　　はぴすしらおか内
電話：９２－１７４６
時間：平日8：30～17：15

白岡市の地域福祉を推進する
（福）白岡市社会福祉協議会

【新型コロナウイルス感染症対策支援として】
　新型コロナウイルスの影響を受け、休業や失業等により、収入が減少し生活福祉資金の貸付（総合
支援資金特例貸付）を利用した世帯に対して、単身世帯に対して５千円、２人以上の世帯には１万円
のクオカードを支給することで、年末年始にかかる当該世帯の経済的負担の緩和を図る事業を実施い
たします。この事業には、皆さんからご協力いただいた赤い羽根募金や地域歳末たすけあい募金の配
分金及び社協会員加入費（どんぐりくん募金）が財源として使われています。
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地域歳末たすけあい募金運動
ご協力お願いします
地域歳末たすけあい募金運動
ご協力お願いします

　

「地域歳末たすけあい募金」は、赤い羽根募金で知られる共同募金運動
の一環として行うもので、「つながり　ささえあう　みんなの地域づく
り」をスローガンとして、様々な福祉に係る皆さんのご協力をいただき
ながら、「地域から孤立をなくす」活動を支援する事業などの財源の確
保を目的に実施いたします。

　共同募金に対する寄付は税制上の優遇措置の対象となっています。寄付金は年間を通じて受
け付けています。また、赤い羽根募金だけでなく、地域・NHK歳末たすけあい募金、災害義
援金にも適用されます。

（個人の寄付金）
①所得税（ア．所得控除　または　イ．税額控除　の選択ができます）
ア　所得からの控除額＝寄付金額(年間所得の40%が限度）－2千円
イ　所得税額からの控除額（所得税額の25%が限度）＝(寄付金額－２千円）×40%
②個人住民税(寄付をした翌年度の個人住民税から控除されます)
　住民税からの控除額＝(寄付金額【年間所得の30％を限度とする額】－2千円）×10／100

（法人の寄付金）
　　法人税　寄付金額の全額が損金　

※控除を受ける場合には、専用の領収書が必要となります。共同募金会白岡市支会（白岡市社
会福祉協議会内）窓口での寄付を推奨しています。

白岡市では大きく分けて下記の２つの方法で募金活動を行っています。
(１)一般募金…1世帯100円を目安に行政区を通じて各世帯にご協力いただく方法
(２)特別募金…企業や団体等にご協力いただく方法

募 金 の 方 法

共同募金の税制上の優遇措置について

集まった募金のほぼ全額が、翌年度の白岡市内の福祉事業に配分されます。
〈昨年度の歳末たすけあい募金で行う今年度の福祉事業〉

今年度に集める地域歳末たすけあい募金で行う来年度の事業は同様の事業を予定しております
が、来年度の事業計画により変更になる可能性があります。

募金の使い道

温かい珈琲でほっと
　ひと息つきませんか？
　東ありの実館で自家焙煎し
ている「みのりあ珈琲」は煎
りたて挽きたての香り豊かな
珈琲です。
　皆さんにご好評いただき、
東ありの実館や味彩センター
で販売をしております。
＊お問い合わせは当館まで＊
白岡市立東ありの実館
☎92‐7940

午前８時30分～午後5時15分
（土日祝休）
爪田ケ谷52－3

豆タイプ
200g　￥６００

本格的な
味がすぐ
飲めます

ドリップタイプ
5袋入り　￥３５０

コロンビア産の
生豆を
自家焙煎

本格的
な

レギュ
ラー

珈琲♥

粉タイプ（粗挽き）
200g　￥６００

東ありの実館東ありの実館

～ お問合せ～
白岡市立ありの実館 ☎92‐4968

午前８時30分～午後5時15分（土日祝休）
白岡805－2 

　ありの実館では、「みかんせっけん」や「座◇Ｂ
ＵＴＯＮ」に加えて、この度「手作り和紙」を開発
しました！
　ありの実館の和紙の特徴は、糸を混ぜてアクセン
トを表現し、上品な色合いに仕上がっています。ポ
チ袋、お祝い袋、絵手紙用など用途に合わせてサイ
ズも豊富にご用意しております。
　年賀状やお年玉などこれからの時期に大切な真心
を上品な和紙に包んでみませんか！？
　ぜひ、手に取って質感を感じてみてください。
「手作り和紙」はありの実館で購入できます。

『手作り和紙』始めました！『手作り和紙』始めました！新商品

ありの実館ありの実館
障害福祉サービス事業所障害福祉サービス事業所

障害福祉サービス事業所障害福祉サービス事業所

事　業　名 内　容 実施団体

社会福祉協議会
支部活動助成事業

小学校区を対象とした、地域福祉推進のための支部社協（６支部）
に対して活動助成を行い、地域に密着した福祉活動を推進しま
す。事業はその地域にお住まいの福祉委員さんたちが中心となっ
て企画し実施しています。

社会福祉法人
白岡市社会福祉協議会

法外援護事業 新型コロナウイルス感染症の影響により、休業や失業等により収
入が減少して、生活が困窮した世帯への支援事業を行います。
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地域歳末たすけあい募金運動
ご協力お願いします
地域歳末たすけあい募金運動
ご協力お願いします

　

「地域歳末たすけあい募金」は、赤い羽根募金で知られる共同募金運動
の一環として行うもので、「つながり　ささえあう　みんなの地域づく
り」をスローガンとして、様々な福祉に係る皆さんのご協力をいただき
ながら、「地域から孤立をなくす」活動を支援する事業などの財源の確
保を目的に実施いたします。

　共同募金に対する寄付は税制上の優遇措置の対象となっています。寄付金は年間を通じて受
け付けています。また、赤い羽根募金だけでなく、地域・NHK歳末たすけあい募金、災害義
援金にも適用されます。

（個人の寄付金）
①所得税（ア．所得控除　または　イ．税額控除　の選択ができます）
ア　所得からの控除額＝寄付金額(年間所得の40%が限度）－2千円
イ　所得税額からの控除額（所得税額の25%が限度）＝(寄付金額－２千円）×40%
②個人住民税(寄付をした翌年度の個人住民税から控除されます)
　住民税からの控除額＝(寄付金額【年間所得の30％を限度とする額】－2千円）×10／100

（法人の寄付金）
　　法人税　寄付金額の全額が損金　

※控除を受ける場合には、専用の領収書が必要となります。共同募金会白岡市支会（白岡市社
会福祉協議会内）窓口での寄付を推奨しています。

白岡市では大きく分けて下記の２つの方法で募金活動を行っています。
(１)一般募金…1世帯100円を目安に行政区を通じて各世帯にご協力いただく方法
(２)特別募金…企業や団体等にご協力いただく方法

募 金 の 方 法

共同募金の税制上の優遇措置について

集まった募金のほぼ全額が、翌年度の白岡市内の福祉事業に配分されます。
〈昨年度の歳末たすけあい募金で行う今年度の福祉事業〉

今年度に集める地域歳末たすけあい募金で行う来年度の事業は同様の事業を予定しております
が、来年度の事業計画により変更になる可能性があります。

募金の使い道

温かい珈琲でほっと
　ひと息つきませんか？
　東ありの実館で自家焙煎し
ている「みのりあ珈琲」は煎
りたて挽きたての香り豊かな
珈琲です。
　皆さんにご好評いただき、
東ありの実館や味彩センター
で販売をしております。
＊お問い合わせは当館まで＊
白岡市立東ありの実館
☎92‐7940

午前８時30分～午後5時15分
（土日祝休）
爪田ケ谷52－3

豆タイプ
200g　￥６００

本格的な
味がすぐ
飲めます

ドリップタイプ
5袋入り　￥３５０

コロンビア産の
生豆を
自家焙煎

本格的
な

レギュ
ラー

珈琲♥

粉タイプ（粗挽き）
200g　￥６００

東ありの実館東ありの実館

～ お問合せ～
白岡市立ありの実館 ☎92‐4968

午前８時30分～午後5時15分（土日祝休）
白岡805－2 

　ありの実館では、「みかんせっけん」や「座◇Ｂ
ＵＴＯＮ」に加えて、この度「手作り和紙」を開発
しました！
　ありの実館の和紙の特徴は、糸を混ぜてアクセン
トを表現し、上品な色合いに仕上がっています。ポ
チ袋、お祝い袋、絵手紙用など用途に合わせてサイ
ズも豊富にご用意しております。
　年賀状やお年玉などこれからの時期に大切な真心
を上品な和紙に包んでみませんか！？
　ぜひ、手に取って質感を感じてみてください。
「手作り和紙」はありの実館で購入できます。

『手作り和紙』始めました！『手作り和紙』始めました！新商品

ありの実館ありの実館
障害福祉サービス事業所障害福祉サービス事業所

障害福祉サービス事業所障害福祉サービス事業所
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大規模災害に備えよう！大規模災害に備えよう！
　近年、日本各地で毎年のように地震や台風、大雨による大規模な自然災害が発生しております。白岡
市は比較的災害が少ない地域でありましたが、昨今の状況を考えると決して楽観することはできません。
　大規模な災害が発生した時には、市内外からボランティアが集まります。ボランティア活動を安全に
実施していただくため、ボランティアの受付や支援ニーズの調査、マッチングを行う場所として設置さ
れるのが災害ボランティアセンター（災害VC）です。この記事では、災害VCの役割と災害ボランティ
アの登録制度についてご紹介します。

～災害ボランティアセンターと災害ボランティア登録制度～

①【受付班】ボランティアの受け入れ
・ボランティア活動を希望する人は、まずは災害ボランティアセンターを訪れて受付で手続きを行い、
被災地の状況把握やボランティア活動の準備をします。

②【ニーズ班】被災地のニーズの把握
・家の片づけ、避難所でのお手伝いなど、被災地の暮らしのニーズを収集し要望をまとめます。
・チラシを配布したり、直接、自宅を訪問したり、電話での問い合わせによって収集します。

③【マッチング班】支援ニーズとボランティアの調整
・必要人数、性別、特殊技能、経験などを考慮してミスマッチを最小限に防ぎグループを作ります。
・グループリーダーを決定し、安全に活動できるように活動内容、注意事項を伝えます。

④【送り出し・資材班】ボランティアの送り出し、資材の貸出や管理
・土地勘のないボランティアに対して活動場所を地図で伝えたり、現地までの送迎を行います。
・活動のために必要な道具がある場合は、それらを準備して貸し出します。

⑤【活動の実施】災害ボランティアとして活動
・ボランティアの依頼のあった家屋や避難所などで活動をします。

⑥【報告・振り返り】次回の支援に向けての調整
・活動結果、気が付いたこと、住民からの要望などを報告し、その後の活
動に活かします。

・改善すべきことがあれば、センターを運営する人たちで話し合って、
対応を考えます。

　本会では、市内で大規模な災害が発生した場合に備え、救援や復興のための支援活動を行って
いただける意欲のある個人や団体を「災害ボランティア」として登録していただく制度がありま
す。事前に登録していただくことで支援に必要な人員を確保し、迅速かつ効果的なボランティア
活動を行うことができます。
◎登録できるかた　15歳以上の個人または団体
◎登録方法　本会窓口にて登録手続き
◎活動内容　災害時における市内での災害ボランティア活動

（現場でのボランティア活動のほか、避難所や災害VCでの
ボランティアなどが想定されます）

※制度の詳細については、本会までお問い合わせください。

センターの役割とボランティア活動の流れ

災害VC立ち上げ訓練の様子〈受付班〉
（九都県市合同防災訓練　会場：白岡市）

【災害ボランティア登録制度】

新型コロナウイルス対策関連情報新型コロナウイルス対策関連情報

特例貸付のご案内特例貸付のご案内
　社協だより９月号でご案内した特例貸付の申請期限が12月末まで延長されましたので、
再度ご案内いたします。

【申込み期限】
　窓口申請：令和2年12月28日㈪まで
　郵送申請：令和2年12月31日㈭までの消印有効で、当会に到着したもの。
【受 付 時 間】
　月～金曜日　８時30分から17時15分　※祝日除く
　※申請前に、白岡市社会福祉協議会（☎92－1746）にご連絡ください。
　※11月５日現在の情報です。状況によっては変更になる可能性があります。ご了承ください。

対 象 者  …  新型コロナウイルスの影響を受け、
休業等により収入の減少があり、
緊急かつ一時的な生計維持のため
の貸付を必要とする世帯

貸付上限  …  20万円以内
　　　　　　（通常10万円、上限20万円の場合

は条件あり）
据置期間  …  １年以内
償還期限  …  ２年以内
貸付利子  …  無利子

対 象 者  …  新型コロナウイルスの影響を受け、
収入の減少や失業等により生活に
困窮し、日常生活の維持が困難と
なっている世帯

貸付上限  …  （２人以上） 月20万円以内
　　　　　  （単　　身） 月15万円以内
貸付期間  …  原則３か月以内
据置期間  …  １年以内
償還期限  …  10年以内
貸付利子  …  無利子

【緊急小口資金】（主に休業されたかた） 【総合支援資金】（主に失業されたかた）

　住居確保給付金は、就職に向けた活動をする等を条件に一定期間、支給家賃額（上限あり）を自治
体から不動産会社等へ支給する制度です。

　離職、廃業から２年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方
です。また、金融資産が一定額以内、かつ、収入が収入基準額を超えていないこと等が要件と
なります。

対象者

白岡市の場合　※収入基準額は、お住まいの家賃によって変わる場合があります。

 単身世帯   ２人世帯   ３人世帯  
金融資産基準額 468,000円 690,000円 840,000円
収入基準額（月額） 115,000円 159,000円 188,000円
支給家賃額（上限額） 37,000円 44,000円 48,000円

住居確保給付金住居確保給付金
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特例貸付のご案内特例貸付のご案内
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【受 付 時 間】
　月～金曜日　８時30分から17時15分　※祝日除く
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貸付利子  …  無利子

対 象 者  …  新型コロナウイルスの影響を受け、
収入の減少や失業等により生活に
困窮し、日常生活の維持が困難と
なっている世帯

貸付上限  …  （２人以上） 月20万円以内
　　　　　  （単　　身） 月15万円以内
貸付期間  …  原則３か月以内
据置期間  …  １年以内
償還期限  …  10年以内
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白岡市地域福祉活動計画（第２期）策定に向けて白岡市地域福祉活動計画（第２期）策定に向けて

生活をしていく上で、一人で判断することに不安のある高齢者や知的障がい、精神障がいの
あるかたが安心して生活が送れるように、定期的に訪問し、福祉サービスの利用の援助や暮
らしに必要なお金の出し入れのお手伝いをします。

生活していく上で、一人で判断することに不安のある高齢者や知的障がい・精神障がいのある
かたが安心して生活が送れるように、定期的に訪問し、福祉サービスの利用援助や暮らしに必
要なお金の出し入れのお手伝いをするお仕事（上記のあんしんサポートねっと）です。

お問合せ : 白岡市社会福祉協議会　☎92－1746

　地域福祉活動計画とは、社会福祉協議会が呼びかけて、住民や地域において社会福祉に関する活動
を行う者、社会福祉を目的とする事業（福祉サービス）を経営する者が相互協力して策定する地域福
祉の推進を目的とした民間の活動・行動計画です。
　第 1期は平成28年から平成32年（令和 2年度）までの５か年計画となっており、「みんなで支え合
い笑顔と温もりのある福祉のまち　しらおか」を基本理念として、その実現を目指すための４つの基
本目標を柱として、それぞれの活動目標、実施計画を定めた計画書となっています。
（詳細はHPをご参照ください。https://www.shakyo.or.jp/hp/592/）

現在、次期計画の策定に向け策定委員会を設置して
協議を進めているところです。今後、パブリックコメ
ントを令和３年２月に実施する予定ですので、皆さん
からのご意見、ご要望等をお聞かせください。

　社会福祉協議会で運営している「白岡市立ありの実館」「白岡市立東ありの実館」では、下記
のものを回収しています。皆さんから回収したものは、加工・販売をして施設利用者のかた
に、工賃として支給しています。ご協力をお願いします。　　
※古着・タオル等は、洗濯済みなどきれいにしたものをお持ちください。　　
※ダンボール・新聞・雑誌等は、ひも等でまとめてください。

対象者
判断能力の不十分な高齢者、知的障がい、精神
障がいのあるかた
サービス内容
福祉サービスの利用をお手伝いします。こちら
が基本となります。その他、日常生活上の手続
き援助、日常的金銭管理、書類等預かりサービ
スのオプションがあります。

利用方法
訪問をしてお話を伺います。お手伝いの内容を
考え、契約を結びます。（契約前の相談は無料）
利用料金
１回１時間まで800円。（以後30分ごとに400円
が加算されます）
※書類等預かりサービスは利用料500円（1ヵ
月）が別途かかります。

　お気軽にお問い合わせください。契約前の相談は無料です。契約が決まったら「生活支援員」が定
期的に訪問して支援計画のとおりにお手伝いをします。

古着・タオルアルミ缶 新聞・雑誌・段ボール 牛乳パック （植物性）廃油

回収しています回収しています

〒349-0218 白岡市白岡８０５－２
午前8時30分～午後5時15分（土日祝休）

☎９２－４９６８　

■アルミ缶（プルトップのみも可） 
■古着・タオル　■廃油

ありの実館

ありの実館

〒349-0222 白岡市爪田ケ谷５２－３
午前8時30分～午後5時15分（土日祝休）

☎９２－７９４０　

■アルミ缶（プルトップのみも可） 
■牛乳パック　■古新聞・雑誌など

東ありの実館

※量が多い場合は、回収に伺います。（応相談）

東ありの実館

東ありの実館  または  はぴすしらおか

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

あんしんサポートねっと
（福祉サービス利用援助事業）
あんしんサポートねっと

（福祉サービス利用援助事業）

勤 務 日：月２～３回程度

勤務時間：１日２時間～３時間程度

給　　与：時間給９３０円＋交通費（１日１００円）
　　　　　その他業務内容により活動費として２００円または６００円が加算されます。

応募要件：高齢者や障がい者に対する福祉活動に理解があるかた
　　　　　普通自動車運転免許をお持ちのかた

連 絡 先：白岡市社会福祉協議会

（第１回策定委員会10月26日開催）

令和 2年12月 1 日発行社協だより しらおか 第96号（6） 令和 2年12月 1 日発行 社協だより しらおか 第96号（7）
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令和２年12月1日発行 編集・発行 社会福祉法人白岡市社会福祉協議会 白岡市千駄野445（はぴすしらおか内） ☎0480（92）1746　　　　　　　　　　　　　　　 社会福祉法人埼玉県共同募金会白岡市支会　　

　10月１日より全国一斉で赤い羽根共同募金運動が始まりました。「じぶんの町
をよくするしくみ」として行っている運動です。街頭募金には、民生委員・児童
委員や市内の中学生、高校生にご協力をいただきました。
　市内で集められた募金は、埼玉県共同募金会でとりまとめ、県内の福祉事業並
びに白岡市の福祉事業の財源として、配分されます。募金にご協力をいただき、
ありがとうございます。

ありがとうございます
お寄せいただきました善意は、市内の福祉活動に役立たせていただきます。

≪寄付・寄贈者≫ 令和２年 7月～ 9月

三日月鍼灸指圧院 様

匿名

1,027 円

50,000 円

7月

8月

9月

日産化学株式会社生物科学研究所 様　

匿名　 4,359 円

温かい心

赤い羽根共同募金運動が
始まりました
赤い羽根共同募金運動が
始まりました

©中央共同募金会

わかめごはん 222食
天然水 420本

♪広告を掲載してみませんか♪♪広告を掲載してみませんか♪
社協だより「しらおか」と社協公式ホームページに掲載する広告を募集しています。

お問合せ：白岡市社会福祉協議会　☎92-1746

対 象 者：市内外事業者　※市内事業者優先
掲載場所：社協だより「しらおか」
　　　　　裏表紙下段（３枠）

掲載時期：年間３回
　　　　　６月・10月・２月（予定）

※本年度は、新型コロナウィルス

の影響により、（９月・12月）

　３月に発行予定です。

状況により、変更することがあ

ります。

規　　格：縦40㍉×横58㍉
掲 載 料：１枠10,000円

※市内賛助会員企業については

3,000円

申込期間：掲載時期の２か月前～20日前まで

対 象 者：本会賛助会員事業者　
　　　　　※市内事業者優先

掲載場所：トップページ（１枠）
http://www.shakyo.or.jp/hp/592/

掲載時期：原則１ヶ月単位で最大３ヶ月まで
規　　格：縦40px×横290px、4キロバイト

以内GIF形式またはJPEG形式

掲 載 料：１枠10,000円
　　　　　市内賛助会員企業に

　　　　　ついては3,000円

申込期間：随時受付

原寸大（１枠）
（広告例）

社協だより「しらおか」 公式ホームページ

　詳細につきましては、お気
軽にお問い合わせください。
　皆様からのご応募をお待ち
しております。

～誰もが安心して暮らすことができる
　　　　福祉のまちづくりをめざして～

住所：白岡市千駄野４４５
　　　はぴすしらおか内
電話：９２－１７４６
時間：平日8：30～17：15

白岡市の地域福祉を推進する
（福）白岡市社会福祉協議会

【新型コロナウイルス感染症対策支援として】
　新型コロナウイルスの影響を受け、休業や失業等により、収入が減少し生活福祉資金の貸付（総合
支援資金特例貸付）を利用した世帯に対して、単身世帯に対して５千円、２人以上の世帯には１万円
のクオカードを支給することで、年末年始にかかる当該世帯の経済的負担の緩和を図る事業を実施い
たします。この事業には、皆さんからご協力いただいた赤い羽根募金や地域歳末たすけあい募金の配
分金及び社協会員加入費（どんぐりくん募金）が財源として使われています。


